
大和市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則をここに公布す

る。 

令和元年１１月２６日 

                     大和市長  大 木  哲   

 

大和市規則第２１号 

大和市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則 

大和市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則（昭和４０年大和市規則第８号）の一

部を次のように改正する。 

別表第７、１ 行政職給料表(1)昇格時号給対応表７２の項中「２４」を「２３」に改め、同表

７６の項中「２７」を「２６」に改め、同表７８の項中「２８」を「２７」に改め、同表５ 医療 

職給料表(2)昇格時号給対応表昇格後の号給、２級の欄中 

３０

を  

２９ 

に改める。 

３１ ３０ 

３２ ３０ 

３３ ３１ 

３３ ３１ 

３４ ３２ 

３４ ３２ 

３５ ３３ 

３５ ３４ 

３６ ３５ 

 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

「 「 

」 」


